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関
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

新
旧
対
照
条
文

○

関
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
輸
入
申
告
の
手
続
）

（
輸
入
申
告
の
手
続
）

第
五
十
九
条

輸
入
し
よ
う
と
す
る
貨
物
に
つ
い
て
の
法
第
六
十
七
条
（
輸
出
又

第
五
十
九
条

同

上

は
輸
入
の
許
可
）
の
規
定
に
よ
る
申
告
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
輸
入
申
告
書
を
税
関
長
に
提
出
し
て
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
は
、
前
条
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。

一

貨
物
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
の
住
所
又
は
居
所
及
び
氏
名
又
は
名
称

（
新

設
）

一
の
二

（
省

略
）

一

同

上

二
～
四

（
省

略
）

二
～
四

同

上

五

貨
物
に
係
る
運
送
契
約
に
お
い
て
、
輸
入
の
許
可
（
法
第
七
十
三
条
第
一

（
新

設
）

項
（
輸
入
の
許
可
前
に
お
け
る
貨
物
の
引
取
り
）
の
規
定
に
よ
り
税
関
長
の

承
認
を
受
け
て
引
き
取
ら
れ
る
貨
物
に
つ
い
て
は
、
そ
の
承
認
）
が
さ
れ
た

後
に
運
送
さ
れ
る
場
所
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
（
そ
の
場
所
が
二
以
上
あ

る
場
合
に
は
最
後
に
運
送
さ
れ
る
場
所
と
し
、
第
一
号
に
規
定
す
る
住
所
又

は
居
所
と
異
な
る
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

そ
の
場
所
の
所
在
地

ロ

そ
の
場
所
の
名
称
又
は
当
該
運
送
契
約
に
よ
り
そ
の
場
所
に
お
い
て
貨

物
の
引
渡
し
を
受
け
る
者
の
氏
名
若
し
く
は
名
称

六

貨
物
が
、
通
信
販
売
（
商
品
を
販
売
す
る
者
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に

（
新

設
）

お
い
て
「
販
売
者
」
と
い
う
。
）
が
、
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
に
当
該
商
品

に
係
る
販
売
価
格
そ
の
他
の
条
件
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
販

売
条
件
」
と
い
う
。
）
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
示
し
て
行
う
商
品
の
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販
売
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
を

い
う
。
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
購
入
さ
れ
た
後
、
当
該
貨
物
の
販

売
者
又
は
そ
の
委
託
を
受
け
た
仕
出
人
に
よ
り
外
国
か
ら
日
本
国
内
に
宛
て

て
発
送
さ
れ
た
も
の
に
該
当
す
る
か
否
か
の
別

イ

商
品
を
購
入
す
る
者
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
購
入
者
」

と
い
う
。
）
が
、
そ
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
さ
れ

る
手
続
に
従
つ
て
当
該
電
子
計
算
機
を
用
い
て
送
信
す
る
こ
と
に
よ
つ
て

当
該
販
売
条
件
又
は
当
該
販
売
条
件
を
変
更
し
た
条
件
に
よ
る
売
買
契
約

の
申
込
み
の
意
思
表
示
を
販
売
者
に
対
し
て
行
い
、
か
つ
、
当
該
販
売
者

が
、
そ
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
を
用
い
て
送
信
す
る
こ
と
に
よ
つ
て

当
該
意
思
表
示
に
対
す
る
承
諾
の
意
思
表
示
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
商
品

が
販
売
さ
れ
る
方
法

ロ

販
売
者
が
、
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
に
当
該
販
売
条
件
に
よ
る
売
買
契

約
の
申
込
み
の
意
思
表
示
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
行
い
、
か
つ
、
購

入
者
が
、
そ
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
さ
れ
る
手
続

に
従
つ
て
当
該
電
子
計
算
機
を
用
い
て
送
信
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
当
該
意

思
表
示
に
対
す
る
承
諾
の
意
思
表
示
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
商
品
が
販
売

さ
れ
る
方
法

七

貨
物
が
前
号
に
規
定
す
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
通
信
販
売

（
新

設
）

に
お
い
て
利
用
さ
れ
た
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
電
子
計
算
機
を
用
い
た
情
報

処
理
に
よ
り
構
築
さ
れ
、
事
業
者
そ
の
他
の
者
に
よ
り
単
独
で
又
は
共
同
し

て
提
供
さ
れ
る
場
で
あ
つ
て
、
当
該
場
に
お
い
て
、
販
売
者
が
不
特
定
か
つ

多
数
の
者
に
商
品
に
係
る
販
売
条
件
を
提
示
し
、
か
つ
、
購
入
者
が
販
売
者

に
対
し
て
売
買
契
約
の
申
込
み
又
は
承
諾
の
意
思
表
示
を
行
う
も
の
を
い
う

。
）
の
名
称
若
し
く
は
名
称
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
当
該
貨
物
の
購
入
者
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
さ
れ
る
呼
称
又
は
当
該
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ム
を
提
供
す
る
者
若
し
く
は
当
該
貨
物
の
販
売
者
の
氏
名
若
し
く

は
名
称
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八

（
省

略
）

五

同

上

２

法
第
四
条
第
一
項
第
二
号
（
課
税
物
件
の
確
定
の
時
期
）
に
係
る
同
項
た
だ

２

法
第
四
条
第
一
項
第
二
号
（
課
税
物
件
の
確
定
の
時
期
）
に
係
る
同
項
た
だ

し
書
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
貨
物
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
保
税
製
品
」

し
書
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
貨
物
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
保
税
製
品
」

と
い
う
。
）
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
保
税
製
品
に
使
用
し
た
原
料

と
い
う
。
）
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
保
税
製
品
に
使
用
し
た
原
料

で
あ
る
外
国
貨
物
の
品
名
並
び
に
当
該
外
国
貨
物
の
課
税
標
準
に
相
当
す
る
数

で
あ
る
外
国
貨
物
の
品
名
並
び
に
当
該
外
国
貨
物
の
課
税
標
準
に
相
当
す
る
数

量
及
び
価
格
を
前
項
の
輸
入
申
告
書
に
併
せ
て
記
載
す
る
と
と
も
に
、
当
該
外

量
及
び
価
格
を
前
項
の
輸
入
申
告
書
に
併
せ
て
記
載
す
る
と
と
も
に
、
当
該
外

国
貨
物
に
係
る
法
第
六
十
一
条
の
四
（
保
税
蔵
置
場
に
つ
い
て
の
規
定
の
準
用

国
貨
物
に
係
る
法
第
六
十
一
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
三
条
の
三

）
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
（
外
国
貨
物

第
一
項
（
外
国
貨
物
を
置
く
こ
と
の
承
認
）
又
は
法
第
六
十
二
条
の
十
（
外
国

を
置
く
こ
と
の
承
認
）
又
は
法
第
六
十
二
条
の
十
（
外
国
貨
物
を
置
く
こ
と
等

貨
物
を
置
く
こ
と
等
の
承
認
）
の
規
定
に
よ
る
税
関
長
の
承
認
を
証
す
る
書
類

の
承
認
）
の
規
定
に
よ
る
税
関
長
の
承
認
を
証
す
る
書
類
を
税
関
に
提
示
し
な

を
税
関
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
保
税
製
品
が
特
例
申

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
保
税
製
品
が
特
例
申
告
貨
物
で
あ
る
場
合

告
貨
物
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
申
告
す
べ
き
数
量
及
び
価
格
）

（
申
告
す
べ
き
数
量
及
び
価
格
）

第
五
十
九
条
の
二

第
五
十
八
条
第
一
号
又
は
前
条
第
一
項
第
一
号
の
二
に
掲
げ

第
五
十
九
条
の
二

第
五
十
八
条
第
一
号
又
は
前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
貨

る
貨
物
の
数
量
は
、
財
務
大
臣
が
貨
物
の
種
類
ご
と
に
定
め
る
単
位
に
よ
る
当

物
の
数
量
は
、
財
務
大
臣
が
貨
物
の
種
類
ご
と
に
定
め
る
単
位
に
よ
る
当
該
貨

該
貨
物
の
正
味
の
数
量
と
す
る
。

物
の
正
味
の
数
量
と
す
る
。

２

第
五
十
八
条
第
一
号
に
掲
げ
る
貨
物
の
価
格
は
、
当
該
貨
物
の
本
邦
の
輸
出

２

第
五
十
八
条
第
一
号
に
掲
げ
る
貨
物
の
価
格
は
、
当
該
貨
物
の
本
邦
の
輸
出

港
に
お
け
る
本
船
甲
板
渡
し
価
格
（
航
空
機
に
よ
つ
て
輸
出
さ
れ
る
貨
物
に
つ

港
に
お
け
る
本
船
甲
板
渡
し
価
格
（
航
空
機
に
よ
つ
て
輸
出
さ
れ
る
貨
物
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
に
準
ず
る
条
件
に
よ
る
価
格
と
し
、
無
償
で
輸
出
さ
れ
る
貨
物

い
て
は
、
こ
れ
に
準
ず
る
条
件
に
よ
る
価
格
と
し
、
無
償
で
輸
出
さ
れ
る
貨
物

に
つ
い
て
は
、
当
該
貨
物
が
有
償
で
輸
出
さ
れ
る
も
の
と
し
た
場
合
の
こ
れ
ら

に
つ
い
て
は
、
当
該
貨
物
が
有
償
で
輸
出
さ
れ
る
も
の
と
し
た
場
合
の
こ
れ
ら

の
価
格
と
す
る
。
）
と
し
、
前
条
第
一
項
第
一
号
の
二
に
掲
げ
る
貨
物
の
価
格

の
価
格
と
す
る
。
）
と
し
、
前
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
に
掲
げ
る
貨
物

（
当
該
貨
物
が
特
例
申
告
貨
物
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
及
び
同
条
第
二
項
に

（
特
例
申
告
貨
物
を
除
く
。
）
の
価
格
は
、
当
該
貨
物
の
定
率
法
第
四
条
か
ら

規
定
す
る
保
税
製
品
（
特
例
申
告
貨
物
を
除
く
。
）
の
原
料
と
し
て
使
用
さ
れ

第
四
条
の
九
ま
で
（
課
税
価
格
の
計
算
方
法
）
の
規
定
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
課

た
外
国
貨
物
の
課
税
標
準
に
相
当
す
る
価
格
は
、
こ
れ
ら
の
貨
物
の
定
率
法
第

税
価
格
に
相
当
す
る
価
格
と
す
る
。

四
条
か
ら
第
四
条
の
九
ま
で
（
課
税
価
格
の
計
算
方
法
）
の
規
定
に
よ
り
計
算

さ
れ
る
課
税
価
格
に
相
当
す
る
価
格
と
す
る
。

３

前
条
第
一
項
第
一
号
の
二
に
掲
げ
る
貨
物
の
価
格
（
当
該
貨
物
が
特
例
申
告

３

前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
貨
物
（
特
例
申
告
貨
物
に
限
る
。
）
が
無
償
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貨
物
で
あ
つ
て
、
無
償
で
輸
入
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）
は
、
当
該
貨
物
に
つ

で
輸
入
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
貨
物
の
価
格
は
、
当
該
貨
物
に
つ
き
定
率

き
定
率
法
第
四
条
か
ら
第
四
条
の
九
ま
で
の
規
定
に
準
じ
て
算
出
し
た
価
格
と

法
第
四
条
か
ら
第
四
条
の
九
ま
で
の
規
定
に
準
じ
て
算
出
し
た
価
格
と
す
る
。

す
る
。

４
・
５

（
省

略
）

４
・
５

同

上


	○　関税法施行令（昭和二十九年政令第百五十号）（抄）

